
安威川ダム建設事業の事業評価について 
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平成29年8月23日（水） 
平成29年度 第３回 

大阪府河川整備審議会 
資料１－２ 

○前回審議会における補足説明 

 

○安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
                                         （府民意見募集結果） 
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前回審議会における補足説明 
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前回審議会における補足説明 
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 前回審議会でのご質問 
    ６月の低層ＤＯについて、「水質保全施設なし」より「水質保全施設あり」の方が低ＤＯの水域が広がっている 
    のはなぜか。水質保全施設が稼働しているのであれば改善するのでは。 

Ｐ（計画） 

◇曝気装置とは 
貯水池内に空気を送り、酸素を循環させるこ
とで水質改善を図る施設等をいう。 

曝気装置設置イメージ 

（浅層曝気） （深層曝気） 

※コンター図の黒線は選択取水位置を示す。 

ダムサイトＤＯコンター図 

水質保全施設なし 

水質保全施設あり 

低ＤＯの水域が広がって
いる。 

※平成１１年の流量をもとに算出。 

水質保全施設 



前回審議会における補足説明 
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 湖内水質保全のため、浅層曝気装置を運転することにより水温躍層の位置が低下。 
 その結果、水温躍層より下部の狭い範囲で水が滞留することとなり、狭い範囲でＤＯが消費されるため、 
   低ＤＯの水域が広くなる。 
 放流水については、選択取水設備により低ＤＯとならないように放流を行う。 

水
質
保
全
施
設
な
し 

 

水温 ＤＯ 

水
質
保
全
施
設
あ
り 

（浅
層
曝
気
＋
深
層
曝
気
） 

浅層曝気運転期間 
 
 
深層曝気運転期間 
  ※点線区間は数日のみの運転 
 
 

※コンター図の黒線は選択取水位置を示す。 
※平成１１年の流量をもとに算出。 

浅層曝気装置の運転等により水温躍層の位置が低下。
水温躍層より下部の狭い範囲で水が滞留。 

狭い範囲でＤＯが消費され続け、 
低ＤＯの水域が広くなる。 

◇水温躍層とは 
   湖内で、水温が鉛直に急激に変化する層 

浅層曝気による効果 

深層曝気による効果 

浅層曝気運転期間

深層曝気運転期間
※点線区間は数日のみの運転
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する 
主な意見と回答について 
（府民意見募集結果） 
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大阪府 関係市 

【縦覧図書】 
  

【図書縦覧場所】以下の10カ所 
  ・大阪府府政情報センター 
  ・大阪府都市整備部河川室 
  ・大阪府安威川ダム建設事務所 
  ・大阪府茨木土木事務所 
  ・大阪府西大阪治水事務所 神崎川出張所 
  ・茨木市役所 北部整備推進課 
  ・高槻市役所 下水河川企画課 
  ・吹田市役所 水循環室 
  ・摂津市役所 水みどり課 
  ・大阪市 東淀川区役所 総務課 

【ホームページ掲載】 メール・FAX・郵送による意見聴取 

（茨木市、高槻市、吹田市、摂津市） 

安威川ダム建設事業の事業評価に対する府民意見募集について 

意見募集期間：平成29年７月１1日（火）から平成29年8月１６日（水）まで 

 第1回河川整備審議会資料（7/10）   
 ・評価調書 
 ・安威川ダム建設事業の事業評価について 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

府民意見募集結果の概要 

項 目 件 数 

１．治水計画        414 件  （384件） 

２．事業費増   7 件 

３．ダムの基礎岩盤        141 件 （128件） 

４．自然環境   4 件  

５．その他 10 件 

合 計       576 件 （512件） 

いただいたご意見の総数は１７０通 
 
（意見書に複数意見が書かれたものをそれぞれ１件として算定） 

※（ ）は全く同じ内容のもの 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
１．治水計画に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

治
水
手
法
の
選
定 

 

・本川上流のダム建設では流域全体の治水 

 効果は期待できません。 

 

・耐越水堤防の建設や貯留施設の整備など 

 総合治水による対策に転換すべき。 

 

・安威川流域の水害被害は過去の例から 

 見ると土砂災害と支川の氾濫、内水によ 

 るものがほとんど。 

 

・最近のゲリラ豪雨対策の方が急務。 

 

 今回の再評価において、ダム案と代替案（河道改修
案、遊水池＋河道改修案、放水路＋河道改修案）で
比較検討を実施し、ダム案が最も経済的であることを
確認しております。 

 

 また、前回再評価時（ダム検証時）※において、安威
川の氾濫特性、周辺の土地利用状況を踏まえて、各
治水対策案（耐越水堤防や排水機場など２７案）につ
いて、さまざま評価軸による評価等を行い、最も効果
的、効率的な手法としてダム建設を選択しております。 

 

 また、ダムにより安威川本川の洪水時の水位が低
下することで、支川の水位低下や内水の排水にも寄
与します。 

 あわせて、土砂災害、支川や内水氾濫の対策につ
いても、取り組んでいます。 

 

 大阪府域においても、「短時間豪雨」による内水浸
水被害が生じていることから、その対策について、市
とも連携し、取り組んでいます。 

 

※安威川ダム検証に係る検討報告書 

http://www.pref.osaka.lg.jp/damusabo/dam/kensyo

uhoukokusyo.html 

（具体的には、都市機能が集積した浸水リスクの高い地域を抱える市町村において、
下水道の計画降雨を超える短時間豪雨に対する、貯留施設等のハード整備を重点
的に進める「防ぐ」施策や 

都市部に残された「ため池」等の既存ストックを有効に活用し、下水道、水路及び流
域面積の小さい河川への流出を抑制する「凌ぐ」施策の推進に努めております。 

また、流域面積の小さい河川等については、水位の上昇が急激で氾濫までの時間
が短いことを念頭に置いた「逃げる」施策に努めることとしております。） 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

１．治水計画に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

投
資
効
果 

費
用
分
析 

 

・投資効果費用分析において 

 昭和47年9月16日型の 

 降雨パターンを採用すること
で 

 作為的に氾濫面積を水増し
している。 

 

 ２００７年神崎川ブロック河川整備計画変更及び安威川ダム全体計画
変更において、計画対象降雨波形の選定については、河川砂防技術基
準に基づき変更前と同様の選定の考え方としておりますが、基本高水流
量の算定※については、その時点の最新の知見で算定しているため、変
更になったものです。 

 また、被害額の算定については、「治水経済調査マニュアル（案）」等に
基づき適切に算定しております。 

 現行の河川整備計画の策定にあたり河川整備委員会で慎重にご審議
をいただいております。 

 

※基本高水流量の算定根拠（神崎川ブロック河川整備計画参考資料） 
http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/keikaku/yodokihonseibi.html 

 

過
去
の 

浸
水
被
害 

 

・S42の北摂豪雨は斜面崩壊、
支川の氾濫、  

 内水によるもの。これらがダ
ム事業により 

 解消するかのような情報操
作は中止すべき 

 

 第１回の審議会の資料における「２．事業の必要性等に関する視点」
の「主な洪水被害」は、昭和42年7月の北摂豪雨の概要を示したもので
す。 

 これを契機として安威川ダムを計画しました。安威川本川の洪水時の
水位が低下することで、支川の水位低下や内水の排水にも寄与するも
のです。 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

２．事業費増に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

事
業
費
増 

 

・今回事業費を２２２億円もひき上げるなど大問題。 

 

・全体事業費が高すぎます。もっと他に府民の税金 

 の使い道があるはず。 

 今回の事業費の増については、ダムの安全性の確
保や、自然環境の保全、機能補償を行うもので、ダ
ム事業を進める上で必要なものです。 

 現時点で再度、費用対効果を算出したところ、Ｂ/Ｃ
は4.4であり、また、代替案の比較検討でもダム案が
最も優位であることを確認しており、事業実施の妥当
性を有する投資効果が確認できること等から、事業
の必要性に変わりありません。 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

３．ダムの基礎岩盤に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答
（案） 

 

 

地
質
・
断
層 

 

 

・安威川ダム堤体の基礎岩盤の問題点については 

 かねてより専門家が「ダム堤体地の断層の分布 

 や強風化花崗岩の存在など堤体基礎地盤に不  

 向き」と指摘してきた内容の正しさ を証明するもの 

 

・ダム堤体としては不向きでとてもダム堤体としての  

 役割を果せないもの 

 ダム周辺の地質やダム本体の安全性・機能
面等については、これまでダム専門家の指導
のもと国の設計基準に基づき十分な調査・検
討を行うことにより安全性等を確認しておりま
す。 

 

 また、安威川ダムの施工にあたっては、重要
構造物であることから、第三者の専門家（地質
や施工等）に岩盤評価等の意見を伺いながら
慎重に工事を進める体制を構築しており、専
門家からも現地踏査のうえ、意見を聞き、ロッ
クフィルダムの建設に必要な岩盤強度確保の
ための掘削線の変更や止水性確保のための
グラウチング量の増加を決定したものです。 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

３．ダムの基礎岩盤に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

 

 

耐
震
性
能 

 

 

・ダムの耐震性が不安 

  

  安威川ダムは、国の設計基準等に基づき、地震
時にも必要な安全性が確保されるよう設計を行っ
ています。 

 さらに、安威川ダムでは、耐震性能について、L2

相当程度の地震動（最大加速度、海溝型：170gal、
内陸直下型：847gal)やそれを上回る超巨大地震
動（最大加速度、海溝型：1,000gal、内陸直下型：
3,000gal）での動的解析を行い、ダムの堤体崩壊
につながるような大きな堤体損傷は発生しないこと
を確認しています※。 

 

※安威川ダムの耐震性の評価について（H23年度
第4回河川整備委員会資料） 
http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/keikaku/h

23-4kai-siryo.html 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

４．自然環境に関するもの 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

ダ
ム
に
よ
る 

自
然
環
境
へ
の
影
響 

 

・茨木の豊かな自然、里山を守るために、 

 今からでも安威川ダム建設中止を。 

 安威川ダムにおける自然環境保全対策について
は、「大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会」
において審議を行い、事業による影響を可能な限
り小さくすることを目標に工事の施工等における具
体的な対策として取り纏めた「安威川ダム自然環
境保全対策実行計画（案）」を策定し、継続的なモ
ニタリングや対策の改善を行いながら、事業に取り
組んでいます。 

そ
の
他 

 

 

 

・ダム湖の水質改善のため、ダム湖上流域か  

 らの砕石粉塵等による濁水のダム湖流入防  

 止に対する抜本的な対策を講じられたい。 

 安威川沿川の自治体である茨木市や京都府等と
ともに「安威川沿川採石場行政連絡会議」を立ち上
げ、安威川の水質を含む環境対策の推進を本連絡
会議と連携しながら進めてまいります。 

 また、ダム湖での対策としましては、濁水防止フェ
ンスを設置することとしております。 

 加えて、採石場への対策としましては、安威川ダ
ム建設工事の発注に際し、総合評価落札方式の技
術提案で、「濁水・粉塵等の環境負荷低減による生
息・生育環境の保全」に関する技術提案を求めて
おり、受注業者自らが、採石工場から発生する濁
水流出抑制について、簡易濁水プラントを設置する
など対策が実施されております。工事後はその施
設は採石会社へ帰属されます。 
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安威川ダム建設事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

５．その他 

いただいたご意見の概要 いただいたご意見に対する事業者の回答（案） 

府
民
意
見
募
集
の
周
知 

 

 

・府民意見募集の周知が不十分 

 

 

・府ＨＰパブリックコメント欄に 

 安威川ダム事業評価に関する 

 意見募集が掲載されていない。 

 

 今回の府民意見募集につきましては、「大阪府パブリックコメント
手続き実施要綱」※に準じ、大阪府や茨木市等のＨＰへの掲載及び
大阪府府政情報センター、安威川の流域の市役所などでの縦覧を
実施するとともに報道提供による周知を実施致しました。また、さら
に多くの意見をいただけるよう募集期間を一週間延期しました。 

 なお、今回の府民意見募集については、大阪府が諮問を行った
附属機関が答申を出すための過程で実施している府民意見募集
です。「大阪府パブリックコメント手続き実施要綱」※に基いて実施
機関である大阪府が行うパブリックコメントではありません。 

 今後とも、要綱に基づくパブリックコメント以外の案件につきまして
も、多くの府民からご意見をいただくという目的は同じであることか
ら、効果的な広報となるよう努めてまいります。 

 

※大阪府パブリックコメント手続き実施要綱 

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/public/public_youkou.html 

そ
の
他 

 

・河川敷（ダム湖の底）の水田跡  

 の大量の土壌の浚渫をしないの 

 は何故か。 

 

・ダム湖底の浚渫と、中流域下流 

 域の堆積土壌の浚渫について 

  

 現在水田跡地も含めたダムサイト上流に置いている大量の土石
については、ダムの堤体材料であり、ダム完成時にはすべて無くな
る予定です。 

 また、ダム完成後は、ダム湖及びダム下流について適切に維持
管理を行ってまいります。 



  【掲載内容について】 
    審議会当日の委員からの意見を踏まえ、 
    配布した資料を一部修正して掲載しております。 


